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『民法改正で使い易くなるのか』  

使い勝手が悪いと言われる後見制度。現在民法改正案が国会で審議中です。一度後見人を

付けたらやめられない、後見人の仕事の割に費用が高い、その費用は業務比例ではなく貯

金比例で決まる、不服申立てができない、本人のために本人が自由にカネを使えないな

ど、多くの問題点が指摘されています。改正案を見ると期待は高まるのですが、新たな費

用は明らかにされていませんし、相変わらず重要な決定が裁判官の裁量に委ね

られていることが多く、実際の運用を見てみないと改善されたことを確認でき

なさそうです。実際に新制度が運用開始となるのは 1〜2 年後ですから未だ先

です。当面は、問題の多い制度を使わずに済むように、認知症予防に努めて銀

行口座代理人届、遺言、民事信託等を早期に準備しておくのがよさそうです。 

『法人後見ってこんな感じ～本人への支援～』  

今回は、私の担当した法人後見のケースをご紹介します。  

 後見人就任当時に入院していた A さんには、退院したら料理ができる環境で

生活したいという強い希望がありました。A さんの ADL などを考えると、食事

が付いているような施設や、配食サービスを利用するのが一般的でした。正直に

言うと、最初にこの話を聞いた時には実現は難しいのではないかと思いました。  

しかし、A さんの希望をなんとか実現できないか、センター内でも情報収集等

をすすめ、同時に関係者とも話し合いを重ねました。  

 なかなか見つからない中、ついに料理ができる環境の施設が見つかり、A さん

と病院の職員と後見人で見学に行き、A さんも大変気に入ったため、その後 A

さんはその施設で生活することになりました。新たな施設での関係者も、A さん

を支えるチームとして一緒に支援にあたりました。  

 このケースは A さんが強い希望を訴え続けていました。もし A さんがそれほ

ど強く「料理がしたい！」と訴えなかったら、このようにできただろうかと自戒

しています。また、もしも料理ができる環境の施設が見つからなかったときに、

A さんにどのような対応ができたのかなど、いろいろと考えさせられるケースで

した。
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後見人連絡会  （令和７年11月 2０日開催）  

「事例 で学ぶ 後見 事務  ～デジ タル 時代の

財産管理～」をテーマに多摩パブリック法律

事務所の弁護士・秋野達彦先生を講師にお迎

えしました。講義では  

・ネットバンキングを活用した財産管理  

・クレジットカード立替時のポイントの扱い  

など、デジタル化が進む中で避けて通れない実務ポイントについて、具

体的な事例を交えて解説いただきました。後半はグループワークでは、

参加者同士の情報共有や意見交換が活発に行われました。アンケートで

は「気になっていたテーマでとても参考になった」との声が多く寄せら

れ、関心の高さをうかがえました。  

 

家庭裁判所研修  （令和８年 1月1５日開催）  

東京家庭裁判所立川支部の主任書記官１名、書記官２名を講師にお迎え

し、「統一書式の作成ポイントとこれまでとの違いについて」をテーマに

研修を実施しました。会場・オンラインと合わせて 71 名の参加がありま

した。研修では、  

・最近の動向についての解説  

・統一書式について詳しい説明  

・財産目録や報告書など記入する際に間違えやすい箇所  

など、実務に直結する内容を丁寧にご説明

いただきました。また、事前質問に加え、

会場・オンライン双方からの質問にも丁寧

に回答いただき理解を深める機会となり

ました。  

 

市民後見人交流会  （令和７年 1０月３日開催）  
 令和７年度の市民後見人交流会は、認知症サポーター養成講座＋交流

会の二部構成で実施しました。前半の講座では、地域包括支援センター

ちょうふ花園の職員２名を講師に迎え、資料や映像を用いて認知症への

理解を深めました。後半の交流会ではグループに分かれて意見交換を行

いました。  

・「久しぶりに同期に会えて嬉しかった」  

・「直接顔を合わせることで気軽に相談でき、後見事務の疑問を解消で

きた」  

など、対面ならではの良さを実感する声が多く寄せられました。   
 

後見人連 絡会、 家庭裁 判所研修 は、令 和８年 度も開催 予定で す。  

皆様、ぜ ひご参 加くだ さい。ま た、研 修のテーマを募集中です。  

聞いてみたいテーマがありましたら当センターまでお知らせください。  

 


